
釧路市共通封筒　掲載広告　広告主決定・封筒使用までの流れ

２０２６年（令和８年）２月２８日（金）まで必着
〒085-8505 釧路市黒金町７丁目５番地

釧路市契約管理課 契約係宛

２０２６年（令和８年）２月２８日（金）までに提出

【提出先】

市役所３階 契約管理課 契約係

【郵送】

【持参】Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

共通使用封筒は、市内の各家庭や企業等、市の業務

において幅広く使用します。

市

市

市

指定した期限までに

広告料を納めます。

広告掲載の共通使用封筒

四半期平均

約４４，５００枚角２封筒

長３封筒

●釧路市共通使用封筒

広告掲載申込書を提出

●広告原稿を提出期限まで

に提出

第１四半期と

第２四半期を

申し込もう

第３四半期と

第４四半期を

申し込みましょう

第４四半期を

申し込もう

第１四半期

第２四半期

決定者

第３四半期

決定者

第４四半期

決定者
Ａ社 Ｃ社Ｂ社

市

同一の掲載期間の申

込みが２者以上あった

場合は、抽選により広

告主を決定します。

２０２６年（令和８年）３月６日（金）まで

に

主な送付先

・医療機関

・６５歳以上の高齢者

・教育関係施設

・農家

・子育て世帯

・障害者支援施設

・障害者手帳を所持して

いる方


